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消防職員が一人暮らし高齢者に 

火災予防等の訪問指導をします 
 

 

 

１ 実施期間 

   ９月から１１月末まで（土日祝除く） 

   毎年地域を変えて、順次実施します。 

 

２ 対象者 

   市内に居住し、ひとり暮らし高齢者として市に登録をしている６５歳以上の方 

約 1,100人 

 

３ 実施内容 

  (1) 住宅防火点検（住宅用火災警報器の設置状況等） 

  (2) 救急医療情報シートの内容を更新（安心ポット設置者のみ） 

    ※安心ポット：かかりつけ医療機関、持病、緊急連絡先等の救急時に必要な情報を記

入した救急医療情報シートなどを保管するポット 

 

４ その他 

   訪問時に、不在の場合はポストに火災予防  

と救急に関するパンフレットを投函します。 

    

 

 

予防課 
担当：指導チーム  篠田、伊藤 

（０５６２－５６－０１４７） 

 全国的に一人暮らし高齢者の住宅火災による被害や救急車の要請が増えていることか

ら、市消防職員が個別に自宅を訪問し、火災予防と救急に関するアドバイスを行います。

す。。 

▲消防職員が訪問指導 


